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働くルールの確立で

人間性の回復を

中
労
委
が
明
乳

「全
国
事
件
」
に

発
し
た
命
令

（
１
月
11

日
）
は
、
主

文
こ
そ

「棄
却
」
な
が
ら
、
申
立
人

ら
を
敵
視
し
た
不
当
労
働
行
為
意
思

に
つ
い
て
、

「
（会
社
は
）
非
難
を

免
れ
得
な
い
」
と
断
罪
し
、
差
別
に

つ
い
て
も

「職
分
格
差

（そ
の
帰
結

と
し
て
の
賃
金
格
差
）
が
存
在
し
て

い
た
の
は
紛
れ
も
な
い
事
実
」
と
明

確
に
指
摘
。
そ
し
て
、
異
例
に
も

「第
５

付
言
」
を
特
記
し
、

「当
事

者
双
方
の
互
譲
に
よ
る
合
意
を
も

っ

て
紛
争
の
全
面
解
決
を
目
指
す
べ
き

こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
る
」
と
解
決

へ
の
道
筋
を
示
し
、

「殊
に
会
社
に

対
し
て
、
よ
り
大
局
的
見
地
に
立

っ

た
判
断
が
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
」

と
提
起
す
る
等
、
潮
目
の
変
化
が
実

感
で
き
る
命
令
で
す
。

東
京
地
裁
民
事
19
部
春
名
裁
判
長

は
、
原
告
、
被
告
中
労
委
、
参
加
人

会
社
の
主
張

・
反
論
書
面
を
踏
ま
え

た
上
で
、
10
月
２
日
の
進
行
協
議
に

お
い
て

「和
解
勧
告
」
を
行
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
会
社
代
理
人
は
裁
判

長
の
二
度
に
及
ぶ
和
解
に
向
け
た
意

思
確
認
に
対
し
、
異
常
に
も
頑
な
に

「応
じ
ら
れ
な
い
」
と
拒
否
の
姿
勢

を
貫
い
た
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
会
社
は
、
株
主
総
会
に

お
い
て
争
議
解
決
を
求
め
る
質
問
に

対
し
、

「第
三
者
機
関
の
判
断
に
従

い
ま
す
」
と
の
答
弁
を
繰
り
返
し
て

き
た
の
で
す
。
し
か
し
、
中
労
委
命

令

の

「
和
解
提
起
」
や
裁
判
所

の

「和
解
勧
告
」
を
、
何
ら
の
検
討
も

な
く
拒
否
す
る
態
度
は
、
自
ら
公
言

し
て
き
た
こ
と
す
ら
、
乱
暴
に
否
定

す
る
大
義
も
道
理
も
な
い
も
の
で
あ

り
、
断
固
と
し
て
抗
議
す
る
も
の
で

す
。
し
か
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
中
労

委
命
令
を
契
機
に
生
じ
た

「潮
目
の

変
化
」
が
変
わ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
争
議
団
と
支
援
共
闘
会
議
は
、

さ
ら
に
異
常
企
業
体
質
を
告
発
し
包

囲
す
る
運
動
と
東
京
地
裁
で
の
攻
勢

的
な
闘
い
を
両
輪
に
、
中
労
委
命
令

の
事
実
認
定
の
到
達
点
を
全
面
解
決

に
結
実
さ
せ
る
こ
と
を
め
ざ
し
奮
闘

す
る
決
意
で
す
。

道理ある地裁｢和解勧告」をも拒否
孤立深める意寿王企業体質の明治、必ず解決局面を！

(4)

弁
護
団
事
務
局
長

・
金
井
克
仁
弁
護
士

（東
京
法
律
事
務
所
）

進
行
協
議
期
日
に
お
い
て
、
原
告
ら
の
見

守
る
中
、
裁
判
所
か
ら
の
和
解
勧
告
を
会
社

は
拒
否
し
た
。

拒
否
し
た
会
社
に
対
し
再
考
を
促
す
よ
う
に
、

裁
判
長
は
裁
判
所
が
和
解
案
を
提
示
し
て
も

応
じ
ら
れ
な
い
か
と
尋
ね
た
が
、
会
社
は
即

座
に
こ
れ
を
拒
否
し
た
。

争
議
の
解
決
を
会
社
に
求
め
た

「中
央
委
の

付
言
」
、
そ
れ
に
答
え
た
裁
判
所

の
和
解
勧
告
、
会
社
は
公
的
機
関

か
ら
の
和
解
を
明
確
に
拒
否
し
た

の
で
あ
る
。

こ
う
な
れ
ば
、
裁
判
で
、
会
社
包

囲
な
ど
で
会
社
を
和
解
に
追
い
詰

め
る
し
か
な
い
。

早
期
解
決
を
め
ざ
し
、
弁
護
団

は
裁
判
闘
争
を
迅
速
か
つ
効
果
的

に
闘
う
。

こ
れ
ま
で
の
到
達
点
を
さ
ら
に
前

進
さ
せ
、
勝
利
判
決
を

得
る
た
め
に
必
要
か
つ

十
分
な
闘
い
を
、
短
期

に
全
力
で
取
り
組
む
決

意
で
あ
る
。

全国事件弁護団決意

第
24
次
座
り
込
み
行
動
ま
で
、
延

べ
８
２
０
団
体

・
１
７
４
４
名
の
参

加
、
時
間
に
し
て
69
時
間
の
中
で
、

経
営
判
断
に
よ
る
自
主
的
な
争
議
解

決
の
決
断
を
求
め
て
き
ま
し
た
。

２
月
17
日
中
労
委
命
令
は

「棄
却
」

で
し
た
が
、
不
当
労
働
行
為
も
差
別

も
あ
っ
た
と
の
事
実
認
定
を
勝
ち
取

り
、
自
主
解
決
に
応
じ
よ
と
座
り
込

み
行
動
に
。
４
月
東
京
地
裁
に
行
政

訴
訟
、
10
月
２
日
東
京
地
裁
の｢

和

解
勧
告
」
を
も
受
け
入
れ
拒
否
。
抗

議
の
座
り
込
み
を
継
続
し
て
い
ま
す
。

（株
）
明
治

（京
橋
エ
ド
グ
ラ
ン
）

前
で
す
。
最
寄
り
駅

「銀
座
線

・
京

橋
駅
7
番
、
5
番
」
で
す
。

こ
れ
か
ら
寒
さ
厳
し
く
な
り
ま
す

が
、
ご
支
援
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

第２５次座り込み １１時～１３時

１１月１４日(火)

第２６次座り込み １２時～１３時

１２月１９日(火)

〝人間の叫び〟続けて半世紀 不屈の人々 明乳争議団に栄光あれ！

闘いの記録運動、ありがとうございました。３２名の明乳争議団の皆さんに心からの敬服を送りま

す。

1961年市川工場操業から2000年閉鎖まで39年、その後も、今も人権蹂躙と差別と闘い続けています。

｢明乳特高」は遂にあなた方を屈服させることはできませんでした。戦前、拷問に耐え、或いは獄

死に至った人たちを私たちは〝不屈の人々〟と呼んでいますが、あなた方は、戦後の文字通りの不屈

の人々の称号に値する人々です。〝俺たちは人間だぞ〟と闘い続けて半世紀を過ぎました。よく闘い

ました。立派です。私はあなた方が、生ける〝不動尊〟に見える時があります。皆さんの中から共産

党や大衆団体の活動家が６人近く輩出しています。

明乳市川工場は、その点では突出した素晴らしい名誉ある工場です。明乳市川工場の名は明乳争議団

とともに永久にその名を歴史に刻むでしょう。

私に提案があります。工場跡の防災公園の一角に、小さくていいですから｢ここに明乳争議団あり

き」の石碑を立てたら、と思っていますがどうでしょうか。

◎ 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟・市川浦安支部版｢不屈」より編集者の了解を得て転載。

前田堅一郎さん・元千葉県議会議員(日本共産党)

東京地裁（民事１９部）
第４回 口頭弁論期日 １２月１１日（月） 第５回 口頭弁論期日 ２月１９日（月）

１０時 ５２７号法廷 １０時 ５２７号法廷



（２）

こ
の
種
事
件
の
判
断
要
件
に
基
づ

い
て
、
こ
れ
だ
け
明
確
に
不
当
労
働

行
為
と
格
差
の
存
在
を
認
定
し
た
の

は
、
明
乳
争
議
32
年
の
闘
い
で
初
め

て
で
す
。
争
議
団
と
支
援
共
闘
会
議

は

「
潮
目
の
変
化
」
を
確
認
し
、

（株
）
明
治
及
び
明
治
Ｈ
Ｄ
に
解
決

を
求
め
る
闘
い
を

「大
義
も
道
理
も

あ
る
要
求
」
と
位
置
づ
け
、
解
決
に

向
け

「必
要
な
こ
と
は
全
て
や
り
切

る
決
意
」
で
奮
闘
し
て
い
ま
す
。

中
労
委
命
令
の
三
つ
の
特
徴

（①

主
文
棄
却
②
不
当
労
働
行
為

・
格
差

の
明
確
な
認
定
③

「付
言
」
で
会
社

に
解
決
を
求
め
る
）
の
②
③
を
武
器
に
、

解
決
に
向
け
た
明
乳
争
議
を
め
ぐ
る
新

た
な
到
達
点
と
位
置
づ
け
、
全
国
申
立

地
で
の
報
告
決
起
集
会
を
成
功
さ
せ
、

同
時
に
行
政
訴
訟
の
早
い
段
階
で
の

「和
解
解
決
」
に
向
け
た
訴
訟
指
揮
を

求
め
る
立
場
を
、
共
闘
会
議

・
弁
護
団

・

争
議
団
で
確
認
。

（株
）
明
治
及
び
明

治
Ｈ
Ｄ
に
解
決
の
決
断
を
求
め
る
包
囲

運
動
に
総
力
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

①
社
前

「座
り
込
み
行
動
」
は
、
10

月
で
24
次
に
及
び
、

（株
）
明
治
の
本

社
が
京
橋
エ
ド
グ
ラ
ン
に
移
転
し
て
か

ら
は
、
本
社

へ
の
要
請
団
配
置
や
プ
ラ

ス
タ
ー
の
活
用
な
ど
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ

る
行
動
と
し
て
定
着
②

本
社
要
請
を

拒
否
さ
れ
る
な
か
、
川
村

（株
）
明
治

社
長
、
松
尾
明
治
Ｈ
Ｄ
社
長
、
浅
野
明

治
Ｈ
Ｄ
相
談
役
、
中
山

（株
）
明
治
名

誉
顧
問
の
四
役
員
宅
要
請
を
昨
年
正
月

か
ら
毎
月
行
い
、
同
時
に
近
隣

へ
の
チ

ラ
シ
ポ
ス
テ
ィ
ン
グ
も
定
着
さ
せ
、
最

近
で
は
ご
婦
人
な
ど
家
族
が
応
対
す
る

等
の
変
化
③
争
議
開
始
の
１
９
８
５
年

以
降
、
第

一
勧
業
銀
行
が
み
ず
ほ
銀
行

に
再
編
後
も
継
続
し
て
い
る
要
請
行
動

も
全
国
各
申
立
地
の
支
店
も
含
め
、

「筆
頭
株
主
と
し
て
腰
を
据
え
た
対
応

を
」
と
強
く
要
請
④
異
常
企
業
体
質
の

是
正
指
導
を
求
め
る
厚
労
省

・
農
水
省

・

内
閣
官
房
な
ど

へ
の
行
動
。
⑤

Ｉ
Ｌ

Ｏ
へ
の
申
立
と
そ
の
活
用
。
⑥

異
常

企
業
体
質
の
告
発

・
包
囲
を
め
ざ
す
マ

ス
コ
ミ
活
用
な
ど
等
、

「可
能
な
こ
と

は
全
て
や
り
切
る
決
意
」
で
奮
闘
し
て

い
ま
す
。

争
議
団
と
支
援
共
闘
会
議
は
、

（株
）

明
治
及
び
明
治
Ｈ
Ｄ
が
中
労
委
や
司
法
、

各
方
面
か
ら
の
争
議
解
決
を
求
め
る
働

き
か
け
を
も
拒
否
し
、
大
義
も
道
理
も

な
い
姿
勢
を
維
持
し
て
い
る
こ
と
に
厳

し
く
抗
議
す
る
も
の
で
す
。
同
時
に
、

一
回
だ
け
の

「和
解
拒
否
」
に
怯
む
こ

と
な
く
、
さ
ら
に
会
社
包
囲
と
告
発
運

動
を
効
果
的
に
強
め
、
地
裁
判
決
に
向

け
て
の
立
証
を
尽
く
し
つ
つ
、
引
き
続

き
和
解
解
決

へ
の
道
筋
を
追
求
し
奮
闘

す
る
決
意
で
す
。

中
労
委
命
令
の
大
き
な
特
徴
は
、
再
審
査
申
立
人

（全
国
９
事
業
所
32
名
）

だ
け
で
な
く
、
市
川
工
場
事
件
申
立
人

（32
名
）
を
も
含
め
て
集
団
と
判
断
し
、

１
９
６
０
年
代
ま
で
遡
り
不
当
労
働
行
為
の
事
実
を
丁
寧
に
認
定
し
た
こ
と
で

す
。
ま
た
、
格
差
の
存
在
に
つ
い
て
も
市
川
事
件
申
立
人
ら
も
含
め
て
集
団
間

比
較
を
行
い
、
昭
和
55
年
頃
ま
で
に
生
じ
た
格
差
と
し
な
が
ら
も
、
「職
分
格

差
が
存
在
し
て
い
る
」
と
認
定
し
ま
す
。
し
か
し
、
労
組
法
27
条
２
項

（除
斥

期
間
）
を
理
由
に
、
救
済
年
度

（平
成
５
年
）
の
不
当
労
働
行
為
と
は
判
断
で

き
な
い
と
し
た
の
で
す
。

9.14東京地 評争議支援総行動 (株)明治・
京橋エドグラン。行動前ライブ「井桁賢一と
デキシーユニオン」演奏。

（３）

一
方
、
内
閣
官
房
オ
リ
パ
ラ
事

務
局
に
は
、
明
治
Ｈ
Ｄ
が
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

組
織
委
員
会
と
結
ん
で
い
る
ス
ポ

ン
サ
ー
シ
ッ
プ
契
約
の
見
直
し
を

せ
ま
り
ま
し
た
。

同
契
約
は
、
食
の
安
全
確
保
と

あ
わ
せ
労
働
安
全

・
人
権
尊
重
な

ど
の
面
で
健
全
な
企
業
で
あ
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
明
治
に

は
そ
の
資
格
が
ま
っ
た
く
な
い
ブ

ラ
ッ
ク
企
業
で
あ
る
こ
と
を
訴
え
、

見
直
し
の
指
導
を
求
め
ま
し
た
。

各
省
の
担
当
者
は

「法
令
の
範

囲
内
で
対
応
し
た
い
」
と
延
べ
、

官
房
の
係
官
は
明
治
の
不
正

・
不

祥
事
事
件
の
資
料
を

「公
表
し
て

も
よ
ろ
し
い
で
す
か
」
と
問
い
な

が
ら
受
け
取
り
ま
し
た
。

食
品

一
般

ユ
ニ
オ
ン
が
明
治
乳

業
争
議
の
早
期
解
決
を
求
め
て
、

国
際
労
働
機
関

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
）
に

「結
社
の
自
由

へ
の
重
大
な
侵
害

（
Ｉ
Ｌ
Ｏ
98
号
違
反
）
」
是
正
を

今
年
２
月
に
申
し
立
て
て
い
た
件

に
、
７
月
、
ス
イ
ス
本
部
が
受
領

し
た
と
す
る
通
知
が
届
き
ま
し
た
。

受
領
主
旨
は
争
議
の
内
容
を
確
認
。

今
後
Ｉ
Ｌ
Ｏ
は
、
日
本
政
府
に
所

見
提
出
を
求
め
て
い
く
と
示
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
受
け
て
食
品
ユ
ニ
オ
ン

は
、
争
議
団
等
の
省
庁
交
渉
と
あ

わ
せ
て
厚
労
省
に

「所
見
提
出
に

対
す
る
要
請
」
を
お
こ
な
い
、
こ

の
中
で
は

「中
労
委
は
厚
労
省
の

管
轄
下
で
国
の
機
関
で
あ
り
、
所

見
提
出
に
際
し
た
は
中
労
委
が
発

し
た

「付
言
」
の
方
向
を
尊
重
し
、

早
期
解
決
を
う
な
が
す
立
場
で
報

告
さ
れ
る
こ
と
を
強
く
求
め
ま
し

た
。
同
省
に
よ
る
と
、
す
で
にI

L

O

か
ら
要
請
書
が
届
い
て
お
り
現

在
、
調
査
作
成
中
で
あ
る
と
い
い

ま
す
。

明
治
乳
業
争
議
団
と
同
支
援
共
闘
会
議
、
食
品

一
般
ユ
ニ
オ
ン
は
９

月
21
日
、
衆
院
第
１
議
員
会
館
で
、
会
社
明
治
が

「食
の
安
全
」
を
確

保
し
長
期
争
議
の
話
し
合
い
に
よ
る
解
決
を
指
導
す
る
よ
う
農
林
水
産

省
、
厚
生
労
働
省
、
内
閣
官
房
に
要
請
し
ま
し
た
。
要
請
に
は
斉
藤
和

子
衆
院
議
員

（日
本
共
産
党
）
が
同
席
し
、
当
該
か
ら
は
各
団
体
12
名

が
参
加
し
ま
し
た
。

小
関
団
長
が
争
議
経
過
で
、
東
京
地
裁
が
会
社
に
対
し
て
和
解
を
打

診
し
て
い
る
な
ど
局
面
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
な
ど
を
報
告
。
ま
た

明
治
が
食
品
事
故
や
不
祥
事
を
起
こ
し
て
い
る
事
実
、
食
品
事
故
35
件
、

死
亡
事
故
７
件
、
労
働
争
議
１
２
軒
な
ど
資
料
を
示
し
な
が
ら
指
摘
、

善
処
を
強
く
求
め
ま
し
た
。
各
参
加
者
か
ら
も
強
く
要
請
す
る
発
言
が

多
く
出
さ
れ
ま
し
た
。

9月22日 ３省交渉内容を厚労省記者会見

争議団と支援共闘会議 ３省・官房と交渉
—明治の異常企業体質是正を求める—


